
 

和 指 第 ５ ３ ３ 号  

令和７年１２月９日  

（２０２５年）      

各介護サービス事業者 様   

和歌山市長 尾 花 正 啓     

（ 公 印 省 略 ）   

 

業務継続計画（ＢＣＰ）策定状況の確認について（依頼） 

 

 日頃より、本市介護保険事業に御理解御協力いただき誠にありがとうございます。 

さて、令和６年度から業務継続計画を策定することが義務化され、また、より実効性のある計画を目指し、定期的

に見直しを行い必要に応じて変更を行うことが求められています。 

つきましては、各施設・事業所における策定状況を把握するため、お忙しいところ大変恐縮ですが、令和７年１２

月１日時点の状況について御回答いただくようお願いします。 

 

１ 回答方法  

  専用WEBフォームにアクセス又はＱＲコードを読み取って回答してください。 

  専用WEBフォーム https://logoform.jp/f/MYVUf 

  ※法人単位ではなく、事業所サービス種別ごとの回答をお願いします。 

 

２ 調査回答期限  

令和８年１月９日（金） 

 

 ３ 調査対象サービス 

   全てのサービス（医療みなし・施設みなしを含む。本市に所在する事業所のみ。） 

 

 ４ 業務継続計画未策定減算について 

策定をしていない場合は、令和６年４月１日（訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は令和７年４

月１日）に遡って介護報酬の減算になります（居宅療養管理指導（令和９年４月１日から義務化）、特定福

祉用具販売を除く）。 

減算対象で、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を提出していない事業所は、指導監査課に連絡してく

ださい。 

 

 ５ 業務継続計画の策定や見直しに関する参考資料 

   業務継続計画に関する資料等を以下のとおり掲載していますので、策定や見直しの際にご参照ください。 

   ・災害・防犯・事故等対策について｜和歌山市 （ページ番号：1014516） 

   ・介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修資料・動画｜厚生労働省 

・社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドラインなど ｜厚生労働省 

・防災（和歌山市防災情報提供プラットフォーム）｜和歌山市（ページ番号：1000032）  

・ハザードマップポータルサイト （国土交通省・国土地理院） 

 

※本依頼は、法人に対し送付しておりますので、貴法人内の事業所には貴職からご周知いただきますよう、お願いし

ます。 

和歌山市 健康局保険医療部  

指導監査課 介護事業所指定班 

電話 073-435-1319  FAX 073-435-1320   

【回答用ＱＲコード】 

https://logoform.jp/f/MYVUf
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/jigyou/fukusi/1002998/1014516.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/bousai_bouhan_koutsu/1000032/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html


記入例 

 

 

事業所番号を正確に入

力してください。 

同一建物で複数サービスを運営している場合も、サービ

ス種別ごとに回答をお願いします。 

（例） 

介護老人福祉施設と（介護予防）短期入所生活介護 

→２回に分けて回答してください。 


